
群馬県社会福祉協議会ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業運営要領 

 

第１ 趣旨 

  この要領は、群馬県社会福祉協議会ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業実施 

要綱（以下「要綱」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 なお、貸付事業の運営に際しては、高等職業訓練促進給付金等事業の実施機関（以下 

「訓練促進給付金実施機関」という。）及び「母子・父子自立支援プログラム策定事業」

に基づく母子・父子自立支援プログラム策定機関（以下、「プログラム策定機関」とい

う。）と連携を図り、貸付事業の円滑な運営に必要な情報提供を受けるものとする。 

 

第２ 貸付利用希望者への事前説明 

 １ 訓練促進給付金実施機関は、高等職業訓練促進給付金事業及び事前相談において、

プログラム策定機関は当該プログラム策定に係る相談において、ひとり親家庭の親が

要綱第２に該当する可能性があると思われる場合に貸付事業を紹介するものとする。 

 ２ 訓練促進給付金実施機関は、貸付事業を紹介した者に係る事前相談における聴取事  

項（修学意欲や資格取得後の就業についての考え方等）について、群馬県社会福祉協 

  議会会長（以下「会長」とする。）に情報提供するものとする。また、プログラム策

定機関においても、同様に、その聴取事項（自立に向けた意欲や就業計画等）につい

て、会長に情報提供するものとする。 

 ３ 訓練促進給付金実施機関又はプログラム策定機関から貸付事業を紹介されたひと

り親家庭の親は、会長から貸付事業に関する資料の送付を受けるほか、必要に応じ、

会長の指定する日時に社会福祉協議会に出向き、担当職員から貸付事業について説明

を受けるものとする。 

 

第３ 貸付の申請 

  貸付を受けようとする者は、訓練促進資金貸付申請書（別記要領様式第１号）に次 

の各号に掲げる書類を添えて会長に申請しなければならない。 

１ 訓練促進資金 

  （１）戸籍謄（抄）本 

  （２）身上調書（別記要領様式第２号） 

（３）住民票（住民票コード、個人番号以外に省略のないもの） 

（４）高等職業訓練促進給付金等支給決定通知（写） 

（５）入学準備金については、養成機関に支払う入学金、教材費等の納付金の他、参 

考図書、学用品等納付金の額が記載された入校案内等、貸付申請額の内訳がわか 

るもの。 

就職準備金については、養成機関の課程を修了したことを証明する書類（卒業

（修了）証明書等）、取得した資格を証明する書類（国家試験を受験して資格を

取得した場合は合格証等の写し及び登録証の写し）、採用（内定）通知、就職に

あたり必要な費用（就職に伴う転居費用、転居先の賃貸物件の礼金や仲介手数料、

必要な被服・道具費用、通勤用自転車等の購入費等）の内訳が分かるもの。 



  （６）連帯保証人については、次の書類。 

      ①住民票（住民票コード、個人番号以外に省略のないもの） 
      ②所得を証明するもの（所得証明・源泉徴収票等） 
  （７）その他、貸付申請に際し、参考となるもの。 

 ２ 住宅支援資金 

  （１）前号（１）から（３） 

  （２）児童扶養手当証書（写）（児童扶養手当の支給を受けていない者にあっては、

所得証明書） 

  （３）母子・父子自立支援プログラム（写） 

  （４）賃貸借契約書の写し等住居費が分かるもの 

  （５）住居確保給付金を受けている場合はその決定通知書（写） 

  （６）その他、貸付申請に際し、参考となるもの 

訓練促進資金又は住宅支援資金（以下「資金」という。）の貸付を受けようとする者

から、上記１又は２の貸付申請書を受理した訓練促進給付金実施機関又はプログラム

策定機関は速やかに推薦書（別記要領様式第３号－１又は別記要領様式第３号－２）を

作成し、上記１又は２の貸付申請書に添えて会長に送付するものとする。 

 

第４ 連帯保証人 

 １ 連帯保証人は、独立の生計を営む者で、かつ、県内に居住する者でなければなら

ない。 

ただし、訓練促進資金の貸付を受けようとする者が未成年である場合には、２人の

連帯保証人のうち、一方が県内居住者であればよいものとする。 

 ２ 貸付を受けようとする者又は貸付を受けた者は、連帯保証人が死亡したとき又は連  

帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を選任し、速やかに連帯保証  

人変更願（別記要領様式第４号）を会長に提出してその承認を得なければならない。 

 ３ 連帯保証人は、貸付可否決定のための審査のため、貸付を受けようとする者と会長  

との面談に同席しなければならない。 

    また、連帯保証人は、訓練促進資金の返還債務に関する連帯保証人となることか

ら、相応の資力を有することを証明する書類（市町村が発行する所得証明又は源泉

徴収票等）を訓練促進資金貸付申請書（別記要領様式第１号）に添付するものとす

る。 

 

第５ 貸付の決定 

  会長は、訓練促進資金貸付申請書を審査し、貸付を受けようとする者及び連帯保証人

と面談の上、資金の貸付の適否を決定する。不承認の場合は、訓練促進資金貸付不承認

通知書（別記要領様式第５号）により貸付を受けようとする者に通知する。 

 

第６ 貸付決定の取消し 

  会長は、貸付を受けようとする者又は貸付決定を受けた者が申請につき偽りその他

の不正の手段等があったときは、貸付決定を取り消すことが出来る。 

 



第７ 貸付契約 

  貸付契約は、訓練促進資金貸付契約書（別記要領様式第６号）により行うもの

とする。 

  なお、契約内容に変更が生じた場合には、訓練促進資金貸付契約書の一部変更

契約書（別記要領様式第７号）により行うものとする。 

 

第８ 貸付金の交付方法 

 １ 資金の貸付決定を受けた者は、速やかに訓練促進資金借用証書（別記要領様式第９

号）、訓練促進資金誓約書（別記要領様式第１０号）及び振込口座（登録・変更）届

出書（別記要領様式第１１号）を会長に提出しなければならない。なお、入学準備金

及び就職準備金の貸付決定を受けた者については、連帯保証人の連署も必要とする。 

 ２ 訓練促進資金は、一括で交付するものとする。ただし、特別の理由があるときは、  

この限りでない。 

 ３ 住宅支援資金は、原則２か月に１回交付するものとする。 

 

第９ 受領書の提出 

  資金の貸付を受けた者（以下「貸付を受けた者」とする。）は、速やかに訓練促進資

金受領書（別記要領様式第１２号）を会長に提出しなければならない。 

  

第 10 貸付申請の変更 

  住宅支援資金の貸付を受けている者で、貸付内容の変更を受けようとする者

は、次に掲げる書類を会長に提出しなければならない。 

（１）  貸付内容変更申請書（別記要領様式第８号） 

（２）  変更内容が確認できるもの 

 

第 11 貸付の変更決定 

  会長は、貸付を受けている者から貸付変更申請書の提出があった場合におい

て、貸付内容の変更を適当と認めたときは、貸付の変更を決定する。 

 

第 12 契約解除の通知 

 １ 会長は、要綱第６の１の規定により契約を解除したときは、訓練促進資金貸付契

約解除通知書（別記要領様式第１４号）により貸付を受けた者及び連帯保証人に通

知するものとする。 

 ２ 貸付を受けた者が、資金の契約期間中に貸付契約の解除を希望するときは、速や

かに他の連帯保証人と連署した訓練促進資金貸付契約解除届（別記要領様式第１３

号）を会長に提出しなければならない。 

 

第 13 返還の債務の免除又は猶予の申請及び決定 

 １ 要綱第７若しくは第９又は第 10 の規定による資金の返還の債務の免除又は猶予を

受けようとする者は、訓練促進資金返還債務免除申請書（別記要領様式第１５号）又



は訓練促進資金返還債務猶予申請書（別記要領様式第１６号）に訓練促進資金在職期

間証明書（別記要領様式第１７号）を添えて会長に提出しなければならない。 

なお、猶予の決定を受けた後に猶予事由が変更となった場合には、猶予理由を変更  

する事由が生じた日から１５日以内に、新たな猶予申請理由を記載した訓練促進資金  

返還債務猶予申請書（別記要領様式第１６号）を提出しなければならない。 

 ２ 会長は、前項の規定により提出された申請書等を審査し、資金の免除又は猶予を決

定したときは、訓練促進資金返還債務免除決定通知書（別記要領様式第１８号）又は

訓練促進資金返還債務猶予決定通知書（別記要領様式第１９号）により申請者に通知

するものとする。 

   なお、資金の裁量免除を行う場合、会長はその妥当性について群馬県知事の承認を

得るものとする。 
 

第 14 返還の方法 

 １ 要綱第８の規定による資金の返還は、会長の発行する納付書により、一括又は月賦

等均等払により行うものとする。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。 

 ２ 資金を返還しなければならない者は、返還の理由が生じた日から起算して１５日以

内に訓練促進資金返還計画書（別記要領様式第２０号）を会長に提出してその承認を

得なければならない。 

 ３ 前項の規定による返還計画書を提出した後に、返還の方法を変更しようとするとき

は、訓練促進資金返還計画変更願（別記要領様式第２１号）を会長に提出してその承

認を得なければならない。 

 ４ 資金の返還期間、返還額又は返還方法について、会長はその妥当性について群馬県

知事の承認を得るものとする。なお、返還期間等を変更する場合も同様とする。 

 

第 15 未返還者に対する指導 

 １ 資金を返還しなければならない者から会長の承認を受けた返還計画どおりに貸付

金が返還されない場合、早期に償還指導を行うこととする。 

 ２ 償還指導に際しては、早期に訪問等を行い生活実態を把握し、返還不能となった理  

由の把握、その後の返還についての助言及び指導を行う。 

 ３ ２を行っても返還されない場合は、連帯保証人に対し返還履行に係る指導協力を依  

頼するものとする。 
 

第 16 届出 

 １ 貸付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を会長に  

届け出なければならない。 

  （１）貸付を受けた者又は連帯保証人の氏名、本籍地、住所、電話番号、携帯番号     

について変更があったとき。また、連帯保証人の勤務先に変更があったとき。 

      「訓練促進資金氏名等変更届」（別記要領様式第２２号） 

  （２）退学、留年、休学若しくは停学又は復学したとき。 

      「訓練促進資金退学等届」（別記要領様式第２３号） 

  （３）就職・再就職・退職・休職・復職等をしたとき。 



      「訓練促進資金就業（変更）届」（別記要領様式第２４号） 

  （４）貸付を辞退するとき。 

      「訓練促進資金貸付辞退届」（別記要領様式第２５号） 

 ２ 貸付を受ける者で、複数年度にわたり高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者

は、年度が変わるごとに訓練促進資金在学届（別記要領様式第２６号）に学業成績表

等を添えて会長に届け出なければならない。 

   また、養成機関を修了した後、要綱第９に該当し、当然猶予又は裁量猶予を受け  

ている者は、会長が定める期日までに訓練促進資金現況届（別記要領様式第２７号）

を提出しなければならない。 

 ３ 要綱第９の２（１）に該当していることを事由に猶予の決定を受けたものの、やむ  

を得ない事由により離職し、求職活動を行うことを事由に猶予の再決定を受けた場合  

は、訓練促進資金求職活動状況報告書（別記要領様式第２８－１号）を毎月、提  

出しなければならない。 

 ４ 連帯保証人又は貸付を受けた者の相続人等は、その保証に係る貸付を受けた者が死

亡したときは、速やかに訓練促進資金借受人死亡届（別記要領様式第２９号）に死亡

診断書又は戸籍（除籍）謄本を添えて会長に届け出なければならない。 
 

第 17 経由  

  貸付を受けようとする者又は貸付を受けた者が、この要領の規定によって会長に対し 

申請書等を提出するとき及び会長が貸付を受けようとする者又は貸付を受けた者に対

し通知書等を交付するときは、貸付を受けようとする者又は貸付を受けた者が高等職業

訓練促進給付金等の支給を受けている間は、訓練促進給付金実施機関を経由するものと

する。 

  ただし、修業中の転居に伴い訓練促進給付金実施機関が変更された場合については、 

各号に定める処理方法とする。 

 （１）県内の市町村に転居し、転居後も高等職業訓練促進給付金の支給を受ける場合は、   

転居後の訓練促進給付金実施機関を経由する。 

 （２）県内の市町村に転居し、転居と同時に高等職業訓練促進給付金の支給対象外と 

   なった場合、転居前の訓練促進給付金実施機関を経由する。 

  （３）県外の市町村に転居した場合、経由機関を設けない。 
 

第 18 業務の従事期間の計算 

  要綱第７の１（１）又は２（１）に規定する、資格取得が必要な業務の従事期間又は

就業期間の計算は、月数によるものとし、業務に従事した日の属する月から従事しなく

なった日の属する月までの期間を算入するものとする。 
 

第 19 その他  

  この要領で定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。 

 
 附 則 
 
この要領は、平成２８年１２月９日から施行する。 
 



この要領は、令和２年８月１日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

この要領は、令和３年７月１５日から施行し、令和３年６月１５日から適用する。 

 

この要領は、令和５年２月２日から施行する。 

 

この要領は、令和５年３月２日から施行する。 

 

この要領は、令和６年２月８日から施行する。 

 

この要領は、令和６年８月１日から施行する。 

 

この要領は、令和７年１０月２１日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 


